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2022年３月 31日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社 Ａ Ｓ Ｉ Ａ Ｎ  Ｓ Ｔ Ａ Ｒ 

代 表 者 名 代表取締役社長 東  和 雄 

 （ＪＡＳＤＡＱ コード 8946） 

問 合 せ 先 管 理 部 長 木 下  美 里 

 ＴＥＬ (045) 324-2444（代表） 

 

有価証券報告書に係る監査報告書の限定付適正意見に関するお知らせ 

 

 当社は、2021 年 12 月期連結財務諸表及び財務諸表において、限定付適正意見のついた独立監

査人の監査報告書を 2022 年３月 30 日に受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま

す。 

 

記 

 

１．監査を実施した監査法人の名称 

 RSM清和監査法人 

 

２．監査報告書の内容 

（1） 連結財務諸表 

2021 年 12 月期の連結財務諸表に係る独立監査人の監査報告書の限定付適正意見の根拠は

次のとおりです。 

 

限定付適正意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「経理の状況」に掲げられている株式会社ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの 2021年１月１日から 2021

年 12 月 31 日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計

算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表につい

て監査を行った。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財

務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、株式会社ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲ及び連結子会社の 2021年 12月 31日

現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

 

限定付適正意見の根拠 

会社は、特定の不動産入札案件に関して、共同事業者に共同事業遂行に必要なデポジット

を支払い、当連結会計年度末の連結貸借対照表に流動資産その他（預け金）として計上して

いる。当監査法人は、監査報告書日までに明示的な入札公告が行われていないことから、入

札案件の実在性を確認できなかった。また、共同事業者におけるデポジットの保全状況や返

済能力に関する情報も入手できなかった。この結果、当該預け金 150,000 千円の評価につい

て、十分かつ適切な監査証拠を入手することができず、この金額に修正が必要となるかどう

かについて判断することができなかった。この影響は、特定の勘定科目に限定されており、
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他の勘定科目や注記事項に影響を及ぼさないことから、連結財務諸表全体に及ぼす影響は限

定的である。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範では

ない。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表の監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会

社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し

たと判断している。 

 

（2） 財務諸表 

2021 年 12 月期の財務諸表に係る独立監査人の監査報告書の限定付適正意見の根拠は次の

とおりです。 

 

限定付適正意見 

当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

「経理の状況」に掲げられている株式会社ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの 2021年１月１日から 2021

年 12月 31日までの第 43期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主

資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の財務諸表に

及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して、株式会社ＡＳＩＡＮ ＳＴＡＲの 2021年 12月 31日現在の財政状態及び同日

をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。 

 

限定付適正意見の根拠 

会社は、特定の不動産入札案件に関して、共同事業者に共同事業遂行に必要なデポジット

を支払い、当事業年度末の貸借対照表に預け金として計上している。当監査法人は、監査報

告書日までに明示的な入札公告が行われていないことから、入札案件の実在性を確認できな

かった。また、共同事業者におけるデポジットの保全状況や返済能力に関する情報も入手で

きなかった。この結果、当該預け金 150,000 千円の評価について、十分かつ適切な監査証拠

を入手することができず、この金額に修正が必要となるかどうかについて判断することがで

きなかった。この影響は、特定の勘定科目に限定されており、他の勘定科目や注記事項に影

響を及ぼさないことから、財務諸表全体に及ぼす影響は限定的である。したがって、財務諸

表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を

行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表の監査における監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社か

ら独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

 

３．監査報告書の受領日 

 2022年３月 30日 

 

４．今後の見通し 

 当社といたしましては、限定付適正意見に至った事由を重く受け止め、適切に対処すると

ともに、今後も引き続き監査法人の監査に協力してまいります。 

以 上 


